
経営者・人事労務担当者向け

～「ストレスチェック制度」の効果的な実施と活用に向けて～

職場のメンタルヘルス対策セミナー

【主催】

独立行政法人 労働者健康安全機構

大阪産業保健総合支援センター

大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター

【お問い合わせ先】
大阪労働局労働基準部健康課

電話 06-6949-6500

＜会場参加の方＞ ＜Web参加の方＞

※WEB定員500名 会場定員70名（先着順）

2025年7月16日（水）14:00～16:00

大阪府社会保険労務士会館 ３階大会議室
大阪市北区天満２－1ー３０

日 時

会 場

「ストレスチェック制度の指針と実施の流れとポイント」
                             大阪産業保健総合支援センター産業保健相談員    

大阪ガス株式会社人事部 Daigasグループ健康開発センター
統括産業医 濵田千雅氏

「メンタルヘルス対策について」

大阪労働局労働基準部健康課

お申し込みはこちらから

７月１５日（火）締切

参加
無料

ストレスチェック制度は労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気
づきを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労
働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを主な目的としたものです。
ストレスチェック制度の効果的な実施を通じて職場のメンタルヘルス対策に役立てていた

だくことを目的としたセミナーとなります。

内 容

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/osaka/

大阪労働局
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